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国立大学法人京都大学教職員退職手当規程の一部改正について 

平成１６年４月１日 

達示第８９号制定 

(前略) 

（退職手当の調整額）  
第７条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間

（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属

する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月 (就業規則第

１５条の規定による休職 (業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除

く。 )、同規則第４８条第３号の規定による停職、及び国立大学法人京都大学

教職員の育児・介護休業等に関する規程 (平成１６年達示第８４号 )第３条第

１項の規定による育児休業 (以下「育児休業」という。 )、同規程第１４条の

２第１項の規定による育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）

又は国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程（平成２０

年達示７７号）第２条第４項の規定による自己啓発等休業（以下「自己啓発

等休業」という。）により現実に職務をとることを要しない期間のある月 (現
実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)
のうちその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分 (以下「教職員の区

分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては教職員の区分

が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてそ

の月数の２分の１ (育児休業をした期間 (当該育児休業に係る子が１歳に達し

た日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間について

は、３分の１ )に相当する数 (当該相当する数に１未満の端数があるときは、

これを切り上げた数 )になるまでにある休職月等（就業規則第１５条第１項第

４号の規定による専従休職（以下「専従休職」という。）をした期間又は自己

啓発等休業（教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除

く。）にあってはその休職月等）、退職した者が属していた教職員の区分が同

一である休職月等がない休職月等にあっては、当該休職月等を除く。)ごとに

当該各月に教職員の区分に応じて当該各号に定める額 (以下「調整月額」とい

う。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位か

ら第６０順位までの調整月額 (当該各月の月数が６０月に満たない場合には、

当該各月の調整月額 )を合計した額とする。  
(1 ) 第１号区分 ７９，２００円  
(2 ) 第２号区分 ６２，５００円  
(3 ) 第３号区分 ５４，１５０円  
(4 ) 第４号区分 ５０，０００円  
(5 ) 第５号区分 ４５，８５０円  
(6 ) 第６号区分 ４１，７００円  
(7 ) 第７号区分 ３３，３５０円  
(8 ) 第８号区分 ２５，０００円  
(9 ) 第９号区分 ２０，８５０円  
(10)  第１０号区分 １６，７００円  
(11)  第１１号区分 ０  

２  
３  
４   （略）  

５  
６  
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(中略) 

 （勤務期間の計算）  
第８条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き

続いた在職期間による。  

２ 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退

職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。 

３ 教職員が退職し又は解雇された場合 (第２条第１項各号のいずれかに該当

する場合を除く。)において、その者が退職又は解雇の日又はその翌日に再び

職員となったときは、前２項の規定による在職期間の計算は、引き続いて在

職したものとみなす。  
４ 前３項の規定による在職期間のうち、休職月等が１以上あったときは、そ

の月数の２分の１ (育児休業をした期間 (当該育児休業に係る子が１歳に達し

た日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間について

は、３分の１ )に相当する月数（就業規則第１５条第１項第４号の規定による

専従休職をした期間又は自己啓発等休業（教職員としての職務に特に有用で

あると認められるものを除く。）をした期間にあってはその月数）を前３項

の規定により計算した在職期間から除算する。  

 
(中略) 

 
附 則（平成２０年達示第７６号）抄  

１ この規程は、平成２０年２月４日から施行する。  
４ 第５条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員退職手当規程第

７条の４第１項及び第８条第４項の規定は、教職員が大学院修学のため国立

大学法人京都大学教職 員就業規 則第１５条第１項第５号により 休職した 期

間に準用する。この場合において、これらの規定中「自己啓発等休業」とあ

るのは、「大学院に修学するための就業規則第１５条第１項第５号による休

職」と読み替えるものとする。  

 


